
令和７年度 

 

 

集 団 指 導 資 料（ 追 加 ） 

 

～ 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那珂川市健康福祉部高齢者支援課 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　利用条件（居住要件の原則的取扱い）

那珂川市指定の居住系地域密着型サービス（グループホーム）は原則３ヵ月以上市内に居住していることが利用の条件となります。

このため、転入により施設へ直接住民票を移すことは原則できません。（下記例外事由により入居が承認された場合のみ可。）

２　居住要件を満たさない場合の例外的取扱い

※「同意指定」とは

　事業所においては、地域密着型サービスの主旨（本人の住み慣れた地域での生活を継続するために支援するサービスであること）を十分考慮

し、他市町村認定者の地域密着型サービスの利用については、その必要性について十分な検討を行い、安易に受入することがないよう、特段の

配慮を願います。

那珂川市へ要望書の提出、承認後可（承認

後、入居に併せて家族宅又は施設への住民

票の異動が必要。）

⑥認定者が住所地特例施設（住民票

は那珂川市、保険者が他市町村。以

下同じ。）に入居中（３ヵ月以上の

入居を含む。以下同じ。）で、家族

が他市在住または認定者が単身者の

場合

⑦認定者が住所地特例施設に入居

中、かつ家族が那珂川市在住の場合

住民票を異動せず、他市町村の保険者が那

珂川市の同意を得て、入居予定事業所を指

定すること（同意指定※）により可

同意指定について、元の住所地での対応が

出来ない場合、那珂川市へ要望書の提出、

承認後可（承認後、入居に併せて家族宅又

は施設への住民票の異動が必要。）

やむを得ない理由があり、他市町村の元の

住所地に住民登録が継続可能な場合に、同

意指定でのみ可

那珂川市へ要望書の提出、承認後可

那珂川市へ要望書の提出、承認後可

やむを得ない理由があり、他市町村の元の

住所地に住民登録が継続可能な場合に、同

意指定でのみ可

他施設への入居を検討

他施設の入居が不可のときは、那珂川市へ

要望書の提出、承認後可

那珂川市地域密着型サービス事業所（居住系）に係る利用条件及び指定について

事例 入居可否 手続関係

条件付可

①以前那珂川市に在住していて、他

市町村へ転出していた人が再転入す

る場合

②入居時に既に那珂川市に居住して

いるが、居住期間が３ヵ月に満たな

い場合

③那珂川市在住の家族が、他市区町

村に住む利用希望者（認定者）を引

き取る場合

④認定者、家族とも他市町村在住

で、入居を希望する場合

⑤認定者が他市区町村在住かつ単身

者で、入居を希望する場合

条件付可

条件付可

条件付可

原則不可

原則不可

原則不可

（２）那珂川市の介護保険被保険者証の確認を確実に実施してください。

（３）例外入居における入居可否の判断の視点に基づき行った聞き取り・確認状況等について記録し、その記録を保存してください。

（４）上記例外事例に該当する場合は、必要な手続き等を入居希望者へ案内すると同時に、市へ報告の上、協議を行い、その記録を保存

　　　してください。

転入前の居住地の状況や、本人や家族の状況を勘

案し、要望書の内容と併せて判断。

転入前の居住地の状況や、本人の状況を勘案し、

要望書の内容と併せて判断。要望書には他施設と

の検討内容も記載。

（２）本人の現況（① 現在の生活の状況（入院の有無等）や本人の要介護度、ＡＤＬ、認知面等の状況、② 現施設に入居することが望ましい

　　　理由　など）

（３）家族の状況（① 家族環境（キーパーソンが他にいない状況等）、② 今後の家族の関わり方（家族の希望等）　など）

（４）その他（①元の住所地の地域密着型サービス事業所やその他の施設等の状況、②他施設への入居検討内容　など）

３　事業所における対応

（１）市内に３ヵ月以上居住しているかの確認を入居相談時に必ず実施してください。

　住民票所在地（住民票の異動をしないことが前提）の保険者が、那珂川市の地域密着型サービス事業所を指定する。（根拠法令：介護保険法

第78条の２第４項第４号及び第115条の11第２項第４号）

　指定にあたっては、事前に住民票所在市町村等（保険者）に対する那珂川市の同意が必要であり、事業所は住民票所在市町村等（保険者）へ

指定申請が必要。

●例外入居における入居可否の判断の視点（要望書に記載すべき内容等）

（１） 経緯（① 元の住所地での生活の状況や入居検討までの経緯、② 元の自宅の状況（自宅を引き払うか、残す場合の理由、今後自宅に戻る

　　　可能性等）　など）

転入前の居住地の状況や、那珂川市での生活状況

や居住期間等を勘案し、要望書の内容と併せて判

断。

再転入前の那珂川市での居住年数、他市町村での

居住年数を勘案し、要望書の内容と併せて判断。

判断要件

住所要件や居住年数に制限のない広域施設や、本

人の転入前の居住地・家族が在住する地域密着型

施設を検討。

本人の住所地に入居可能な地域密着型サービス事

業所がない場合に市域との隣接状況等、那珂川市

でのサービス利用の妥当性を判断。

本人及び家族の住所地に入居可能な地域密着型

サービス事業所がない場合等、那珂川市でのサー

ビス利用の妥当性を判断。

転入前の居住地の状況や、本人や家族の状況を勘

案し、要望書の内容と併せて判断。

那珂川市の同意については、本人や家族の状況を

勘案し判断。
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居宅サービス計画作成に係る届出について 

 

１ 概要 

那珂川市では、介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する際に、原則的に居宅サービ

ス計画に位置付けることのできない次の①～③のサービスについて、アセスメントの結果

やむを得ずサービスが必要であると判断し、居宅サービス計画に位置付ける場合、事前に保

険者である本市に対して、当該事由の届出を行うこととしています。 

 また、基準省令により位置付けのある居宅サービス計画を市町村に届け出なければなら

ないとされているサービス④についても、同様の届出としています。 

適正なサービス利用につなげるため、ご協力をお願いします。 

 

２ 届出が必要な介護保険サービスの内容 

①軽度者に対する福祉用具の例外給付届出（指定居宅サービスの介護報酬 福祉用具貸与

留意事項通知 注４、指定介護予防サービスの介護報酬 介護予防福祉用具貸与注４） 
 

②認定の有効期間のおおむね半数を超えて利用する短期入所（指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準第 13条第 21） 
 

③同居家族がいる場合の生活援助（「指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導および福祉用具貸与に係る部分）および指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て」第２の２（6）（平成12年３月１日老企36号） 

※同居家族全員が要介護・要支援認定を受けている場合を除く 
 

④厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準第 13条第 18の 2） 

 

３ 問い合わせ先 

那珂川市 高齢者支援課 介護保険担当 

 

４ 資料・提出書類（別添） 

①.軽度者に対する福祉用具の例外給付届出 

②.認定の有効期間のおおむね半数を超えて利用する短期入所 

③.同居家族がいる場合の生活援助 

④厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護 
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軽
度
者
へ
の
福
祉
用
具
貸
与
　
利
用
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

軽
度
者
（
要
支
援
１
・
２
、
要
介
護
１
）
が
、
以
下
の
品
目
の
貸
与
を
希
望
し
て
い
る

○
車
い
す
及
び
同
付
属
品

○
認
知
症
老
人
徘
徊
感
知
機
器

○
特
殊
寝
台
及
び
同
付
属
品
○
移
動
用
リ
フ
ト

○
床
ず
れ
防
止
用
具

○
自
動
排
泄
処
理
装
置

○
体
位
変
換
器

　
※
自
動
排
泄
処
理
装
置
に
関
し
て
は
要
介
護
２
・
３
も
含
む

は
い

い
い
え

は
い

い
い
え

貸
与
希
望
品
目
が

は
い

○
車
い
す
及
び
同
付
属
品

○
移
動
用
リ
フ
ト

い
い
え

は
い

は
い

い
い
え

は
い

市
へ
の
確
認
（
申
請
）
は
不
要

適
切
な
福
祉
用
具
貸
与
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

直
近
の
認
定
調
査
票
の
結
果
が
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
イ
」

の
状
態
像
に
該
当
す
る
（
表
１
）

市
へ
の
確
認
（
申
請
）
は
不
要

適
切
な
福
祉
用
具
貸
与
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

給
付
対
象
外

い
い
え

給
付
対
象
外

軽
度
者
の
状
態
像
が
以
下
に
該
当
す
る

○
移
動
用
リ
フ
ト
：
生
活
環
境
に
お
い
て
段
差
の
解
消

が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者

○
車
い
す
及
び
同
付
属
品
：
日
常
生
活
範
囲
に
お

け
る
移
動
の
支
援
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者

「
軽
度
者
に
対
す
る
福
祉
用
具
貸
与
の

例
外
給
付
届
出
書
」
の
提
出

「
福
祉
用
具
貸
与
の
例
外
給
付
の
対
象
と
す
べ
き
状
態
像
」
の

Ⅰ
～
Ⅲ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
（
表
２
）



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
1　

厚
生

労
働

省
が

示
し

た
状

態
像

種
目

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

①
日

常
的

に
歩

行
が

困
難

な
者

1
-7

歩
行

「
3
.で

き
な

い
」

※
基

本
調

査
に

該
当

項
目

な
し

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

①
日

常
的

に
起

き
あ

が
り

が
困

難
な

者
1
-4

起
き

上
が

り
「

3
.で

き
な

い
」

②
日

常
的

に
寝

返
り

が
困

難
な

者
1
-3

寝
返

り
「

3
.で

き
な

い
」

床
ず

れ
防

止
用

具
及

び
体

位
変

換
器

日
常

的
に

寝
返

り
が

困
難

な
者

1
-3

寝
返

り
「

3
.で

き
な

い
」

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

3
-1

意
思

の
伝

達
「

1
.調

査
対

象
者

が
意

思
を

他
者

に
伝

達
で

き
る

」
以

外

又
は

3
-2

毎
日

の
日

課
を

理
解

～
3
-7

場
所

の
理

解
ま

で
の

い
ず

れ
か

が
「

2
.で

き
な

い
」

②
移

動
に

お
い

て
全

介
助

を
必

要
と

し
な

い
者

2
-2

移
動

「
4
.全

介
助

」
以

外

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

①
日

常
的

に
立

ち
上

が
り

が
困

難
な

者
1
-8

立
ち

上
が

り
「

3
.で

き
な

い
」

②
移

乗
に

お
い

て
一

部
介

助
又

は
全

介
助

を
必

要
と

す
る

者
2
-1

移
乗

「
3
.一

部
介

助
」

又
は

「
4
.全

介
助

」

③
生

活
環

境
に

お
い

て
段

差
の

解
消

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
者

※
基

本
調

査
に

該
当

項
目

な
し

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

①
排

便
に

お
い

て
全

介
助

を
必

要
と

す
る

者
2
-6

排
便

「
4
.全

介
助

」

②
移

乗
に

お
い

て
全

介
助

を
必

要
と

す
る

者
2
-1

移
乗

「
4
.全

介
助

」

そ
の

他
、

主
治

医
意

見
書

に
お

い
て

、
認

知
症

の
症

状
が

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
も

含
む

移
動

用
リ

フ
ト

自
動

排
泄

処
理

装
置

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
イ

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
イ
に
該
当
す
る
基
本
調
査
の
結
果

車
い

す
及

び
車

い
す

付
属

品

②
日

常
生

活
範

囲
に

お
い

て
移

動
の

支
援

が
特

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
者

特
殊

寝
台

及
び

特
殊

寝
台

付
属

品

認
知

症
老

人
徘

徊
感

知
機

器

①
意

思
の

伝
達

、
介

護
を

行
う

者
へ

の
反

応
、

記
憶

又
は

理
解

の
に

支

障
が

あ
る

者

又
は

3
-8

徘
徊

～
4
-1

5
話

が
ま

と
ま

ら
ず

、
会

話
に

な
ら

な
い

ま
で

の
い

ず
れ

か
が

「
1
.な

い
」

以
外
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表
２

　
福

祉
用

具
が

必
要

と
な

る
主

な
事

例
内

容

Ⅰ
　
状
態
の
変
化

特
殊

寝
台

床
ず

れ
防

止
用

具
・

体
位

変
換

器

移
動

用
リ

フ
ト

特
殊

寝
台

床
ず

れ
防

止
用

具
・

体
位

変
換

器

移
動

用
リ

フ
ト

Ⅱ
　
急
性
増
悪

特
殊

寝
台

床
ず

れ
防

止
用

具
・

体
位

変
換

器

移
動

用
リ

フ
ト

Ⅲ
　
医
師
禁
忌

脊
髄

損
傷

か
ら

の
下

半
身

麻
痺

に
よ

る
褥

瘡
発

生
リ

ス
ク

が
高

く
、

福
祉

用
具

の
利

用
に

よ
り

、
褥

瘡
発

生
の

危

険
性

を
回

避
す

る
よ

う
、

医
師

か
ら

も
指

示
さ

れ
て

い
る

。

移
動

用
リ

フ
ト

人
工

股
関

節
の

術
後

で
、

移
動

用
リ

フ
ト

の
利

用
に

よ
り

立
ち

座
り

の
際

の
脱

臼
の

危
険

性
を

回
避

す
る

よ
う

、

医
師

か
ら

も
指

示
さ

れ
て

い
る

。

末
期

癌
で

、
認

定
調

査
時

に
は

自
立

し
て

い
た

が
、

急
激

な
状

態
悪

化
に

よ
り

、
短

時
間

で
福

祉
用

具
が

必
要

な

状
態

と
な

る
（

す
で

に
そ

の
状

態
で

あ
る

）
。

疾
病

そ
の

他
の

原
因

に
よ

り
、

状
態

が
急

速
に

悪
化

し
、

短
期

間
の

う
ち

に
利

用
者

等
告

示
第

三
十

一
号

の
イ

に
該

当
す

る
こ

と
が

確
実

に
見

込
ま

れ
る

者

特
殊

寝
台

重
度

の
喘

息
発

作
が

あ
り

、
特

殊
寝

台
を

利
用

し
、

一
定

の
角

度
に

頭
部

挙
上

を
す

る
こ

と
で

、
呼

吸
不

全
の

危

険
性

を
回

避
す

る
必

要
が

あ
る

と
、

医
師

か
ら

も
指

示
さ

れ
て

い
る

。
疾

病
そ

の
他

の
原

因
に

よ
り

、
身

体
へ

の
重

大

な
危

険
性

又
は

症
状

の
重

篤
化

の
回

避
等

医
学

的
判

断
か

ら
利

用
者

等
告

示
第

三
十

一
号

の
イ

に
該

当
す

る
と

判
断

で
き

る
者

特
殊

寝
台

重
度

の
心

疾
患

が
あ

り
、

特
殊

寝
台

を
利

用
す

る
こ

と
で

、
急

激
な

動
き

を
す

る
こ

と
な

く
、

心
不

全
発

作
の

危

険
性

を
回

避
す

る
よ

う
、

医
師

か
ら

も
指

示
さ

れ
て

い
る

。

特
殊

寝
台

重
度

の
逆

流
性

食
道

炎
（

嚥
下

障
害

）
が

あ
り

、
特

殊
寝

台
を

利
用

し
、

一
定

の
角

度
に

頭
部

挙
上

を
す

る
こ

と

で
、

誤
嚥

性
肺

炎
の

危
険

性
を

回
避

す
る

必
要

が
あ

る
と

、
医

師
か

ら
も

指
示

さ
れ

て
い

る
。

床
ず

れ
防

止
用

具
・

体
位

変
換

器

事
例
類
型
／
福
祉
用
具
貸
与
の
例
外
給
付
の
対

象
と
す
べ
き
状
態
像

必
要
と
予
想
さ
れ
る
福
祉
用
具

事
例
内
容
の
例

パ
ー

キ
ン

ソ
ン

病
で

、
内

服
加

療
中

に
急

激
な

Ｏ
Ｎ

・
Ｏ

Ｆ
Ｆ

現
象

が
頻

回
に

起
き

、
日

に
よ

っ
て

、
福

祉
用

具

が
必

要
な

状
態

と
な

る
。

疾
病

そ
の

他
の

原
因

に
よ

り
、

状
態

が
変

動
し

や
す

く
、

日
に

よ
っ

て
ま

た
は

時
間

帯
に

よ
っ

て
、

頻
繁

に
利

用
者

等
告

示
第

三
十

一
号

の
イ

に
該

当
す

る
者

重
度

の
関

節
リ

ウ
マ

チ
に

よ
り

、
関

節
の

こ
わ

ば
り

が
朝

方
に

強
く

な
る

た
め

、
時

間
帯

に
よ

っ
て

、
福

祉
用

具

が
必

要
な

状
態

と
な

る
。
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被保険者名 被保険者番号

要介護度

認定有効期間

医療機関名

医師名（届出書２欄の主治医であること）

医療機関所在地 電話番号

確認日および方法

疾病名その他原因

心身の状態

以上により、

貸与品目

□車いす（①）  □車いす付属品（①）  □特殊寝台（②ａ、②ｂ）  □特殊寝台付属品（②ａ、②ｂ）

□床ずれ防止用具（②ｂ）    □体位変換器（②ｂ）   □認知症老人徘徊感知機器（③）

該当する状態像　　（利用者等告示第三十一号のイで定める状態像）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記の告示で定める状態像に該当する。

□身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から（届出書／類型ⅲ）

□状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって（届出書／類型ⅰ）

□状態が急速に悪化し、短期間のうちに（届出書／類型ⅱ）

□生活環境において段差解消が必要な者

軽度者に対する福祉用具貸与に係る医師の医学的所見の聴取記録用紙

☐要支援１　☐要支援２　☐要介護１　☐要介護２　☐要介護３

年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日

医
師

※医師以外の場合

（ＳＷの氏名等）

　　年　　　月　　　日 ☐訪問・面接（医師・その他）　□電話（医師・その他）

※疾病名および心身の状態を具体的に聴取し、根拠となる身体状況が届出書２欄のⅰ～ⅲのどの類型に該当するか、

 医師の明確な判断を得たうえで、当該福祉用具貸与の必要性が明らかとなるよう記入してください。

医
師
の
医
学
的
所
見

□移動用リフト（つり具部分を除く）　　（④）□自動排泄処理装置（⑤）　   　　の貸与が必要。

基
本
情
報

□移乗が一部介助または全介助を必要とする者　　→　　□一部介助　　□全介助 　   （④）

□立ち上がりが困難な者

□意志の伝達、介助者への反応、記憶・理解のいずれかに支障があり、かつ移動において
   全介助を 必要としない者（③）

□日常的に寝返りが困難な者（②ｂ）

※医師が直接記入する必要はありません。介護支援専門員の聞き取りによる記載で可。

※状態像（①～⑤）と、貸与品目の番号（①～⑤）が一致していること。

□排便および移乗において全介助を必要とする者（⑤）

□日常的に歩行が困難な者（①）

□日常的に起上がりが困難な者（②ａ）

上記疾患その他の原因、心身の状況および告示で定める状態像により、
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在宅の 20 歳以上の人で、常に特別な介護が必要で重度の障がいがある人に支給されるもの

です。 

要介護認定（主に要介護４や５）を受け、在宅（グループホーム・有料老人ホーム入居者含
む）において生活をされている人で、障がい手帳がない人も、必要とされる介護の状態によ
り受給できる場合があります。 
 

対象者 
在宅で生活をしている20歳以上の人で、次の障がいの程度のうち２つ以上に該当するなど、

常に特別な介護が必要な人。 

※原則として、認定診断書により判定します。 

 障がいの程度 

１ 両眼の視力の和が 0.04 以下のもの 

２ 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 

３ 
両上肢の機能に重度の障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くも

の、もしくは両上肢のすべての指の機能に重度の障がいを有するもの 

４ 
両下肢の機能に重度の障がいを有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くも

の 

５ 
体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない

程度の障がいを有するもの 

６ 

上記１～５に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静

を必要とする症状が１～５までと同等以上と認められる状態であって、日常生活

の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

７ 精神の障害であって、上記１～６までと同程度と認められる程度のもの 
 
対象外の人 
・障がいの程度が認定基準に該当しない場合 
・世帯（本人・配偶者及び扶養義務者）に一定額以上の所得がある人 
・特定の施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設等）に入所している人 
・病院に３か月以上入院している人 
 

支給額等 
月額：29,590 円 
※２月・５月・８月・１１月の４期に分けて指定口座に振り込みとなります。 
※支給決定を受けた場合は、申請した翌月分からの支給となります。 
 

申請に必要なもの 
１.請求書 
２.認定診断書 
３.所得状況届 
４.申請者の印かん 
５.障害者手帳（所持している場合のみ） 
６.年金証書または年金額がわかるもの(年金受給者のみ) 
７.本人名義の通帳 
※１～３の様式は、高齢者支援課及び障がい者支援課窓口にあります。 
※２の認定診断書作成費用は自己負担となります。 
 
申請方法 
必要書類をそろえて、障がい者支援課障がい者支援担当窓口に提出してください。 

特別障害者手当 
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祉用具貸与における介護給付請求明細書の記載等について 

 

 福祉用具貸与における介護給付費請求明細書の給付費明細欄の「回数」及び請求額

集計欄の「サービス実日数」の記載誤りが多く見受けられます。 

 請求誤りのまま請求されますと同一事業所の複数月の明細書における算定回数の確

認やサービス間・事業所間の給付の整合性を確認して審査を行う「介護給付費縦覧審

査」及び医療保険を利用した請求と突合を行う「介護給付費医療突合審査」におい

て、「複数サービスの合計日数が受給可能日数を超えている、又は、同時算定不可なサ

ービスが存在します。」「医療保険の入院と介護保険サービスが重複請求されていま

す。」といったエラーとなります。 

 確認の結果、サービス実日数の記載誤りであった場合は過誤返戻となります。 

過誤返戻の手続きが必要となった場合は、居宅介護事業所に連絡しますので、担当ケ

アマネジャー・福祉用具事業所で確認し書類を提出してください。 

回数及びサービス実日数の記載については下記のことに留意してください。 

 なお、回数及びサービス実日数の記載誤りの中には入院等の状況を知り得ていなか

ったことによるものも多く見受けられます。居宅介護（介護予防）支援事業者におい

ては、（介護予防）福祉用具貸与事業者への入院等の情報提供や実績管理を確実に行う

ように留意してください。 

 

①  回数 

・サービスの提供回数（期間ごとに給付費を算定するサービスについては算定回数）

又は提供日数を記載すること 

・福祉用具貸与もしくは介護予防福祉用具貸与・特定施設入居者生活介護における外

部サービス利用型の福祉用具貸与又は介護予防特定施設入居者介護における外部サー

ビス利用型の介護予防福祉用具貸与の場合は、福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用

具貸与を現に行った日数を記載すること。 

 

②  サービス実日数 

 当該対象サービス種類のサービスを行った実日数として、当該事業所において訪問

サービス（介護予防含む）、通所サービス（介護予防含む）又は、地域密着型サービス

（介護予防含む）のいずれかを実施した日数、福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸

与を現に行った日数をそれぞれ記載すること。 

 なお、福祉用具貸与（介護予防含む）について、半月単位の計算を行った場合で

も、介護給付費明細書の「回数」及び「サービス実日数」については、福祉用具を現

に行った日数を記載することとなっていることに留意する。 


